
大阪府と大阪瓦斯株式会社株式会社との  

高齢者向けデジタルサービスの推進に関する連携協定書  

 
 
大阪府（以下「甲」という。）と大阪瓦斯株式会社（以下「乙」という。）

は、乙が「スマートシニアライフ事業」の実証事業のサービス移管によ

り実施する高齢者向けのデジタルサービス（以下「本サービス」という。）

を相互に連携・協力して進めるため、以下のとおり協定を締結する。  
 
（目的）  
第１条  本協定は、甲及び乙が相互に連携及び協力を行い、乙が実施す  
る本サービスの提供を通じて、大阪府内市町村に居住する高齢者の生

活の質（QOL）の向上を図ることを目的とする。  
 
（連携・協力事項）  
第２条  甲及び乙が協議のうえ、前条の目的を達成するため、次の事項

について連携し協力する。  
（１）本サービスにおける高齢者向けの行政サービス等の情報発信に

関すること。  
  （２）本サービスの普及拡大に係る調整に関すること。  
   （３）その他、本協定の目的を達成するため、甲及び乙が必要と認め  

た取組に関すること。  
２  実施時期、実施方法その他具体的な事項については、甲及び乙が協

議のうえ、別途定めるものとする。  

 

（協定の変更）  

第３条  甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、

その都度協議のうえ、必要な変更を行うものとする。  

 
（期間）  

第４条  本協定の有効期間は、本協定の締結日から令和９年３月 31 日ま

でとする。ただし、協定の継続が困難な事象が生じた場合は、甲及び

乙が協議することとする。  
 
（秘密保持義務）  
第５条  甲及び乙は、本取組に関連して相手方から開示され、又は知り

得た情報について、相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開

示及び提供してはならない。  
 

 



（疑義等の決定）  
第６条  本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等

が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議し、これを取り決める

ものとする。  
 
以上、本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙がそ

れぞれ記名押印のうえ、各１通を保有するものとする。  
 

 
 令和７年６月 26 日  
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